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付
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
国
際
的
な
水
産
資
源
の
保
存
及
び
管
理
の
た
め
の
措
置
の
強
化
に
加
え
、
我
が
国
の
排
他
的
経
済
水
域
等
に

お
け
る
水
産
資
源
の
著
し
い
減
少
に
伴
い
、
水
産
加
工
品
の
原
材
料
の
供
給
事
情
が
更
に
悪
化
す
る
と
と
も
に
、
水
産
加
工
品

の
輸
入
も
一
層
増
加
す
る
傾
向
に
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
引
き
続
き
、
農
林
漁
業
金
融
公
庫
が
水
産
加
工
施
設
の
改
良
や
新

製
品
・
新
技
術
の
開
発
・
導
入
等
に
必
要
な
長
期
か
つ
低
利
の
資
金
の
貸
付
け
の
業
務
を
特
別
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と

す
る
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
と
な
っ
て
い
る
法
律
の
有
効
期
限
を
五
年
間
延
長
し
、
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日
ま

で
と
す
る
こ
と
。

二
、
法
律
の
背
景
事
情
に

「
排
他
的
経
済
水
域
等
に
お
け
る
水
産
資
源
の
減
少
」
を
加
え
る
こ
と
。

、

三
、
融
資
対
象
と
し
て

「
水
産
加
工
施
設
の
改
良
、
造
成
又
は
取
得
に
伴
う
施
設
の
利
用
の
た
め
の
特
別
の
費
用
の
支
出
及

、

び
そ
の
利
用
に
関
す
る
権
利
の
取
得
」
を
追
加
す
る
こ
と
。


